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取組事項

１．労働安全衛生法や高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、年１回以上、該当する従
 業員全てに健康診断を受診させる。
２．健康診断の結果、健康保持に努める必要がある従業員に対し、保健指導又は特定保健指
 導を受けさせる。
３．健康診断の結果、有所見となった従業員の必要な措置について、医師の意見を聴いた上
 で、就業上の必要な措置を行う。
４．定期健康診断後の再検査受診勧奨
５．産業医による健康相談の実施
（有所見者の保健指導、長時間労働対策）
６．メンタルヘルス対策の強化
（ストレスチェック、メンタルヘルス研修、職場復帰支援）
７．健康ウォーキングや運動施設利用の推奨
８．スポーツ大会、クラブ活動などの支援
９．インフルエンザ予防接種の実施

「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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代表者メッセージ

　沖電工は、企業の社会的責任を果たすべく、「信頼と技術で快適な社会づくりに貢献する」の経営理
念に基づき、地域に根ざした総合建設業を展開しています。
　また、安全衛生管理方針「３６５日ゼロ災害、ゆとりある職場環境でゼロ疾病」を目標に掲げ、心と
からだの健康確保に取り組んでいますが、特に働き盛りの社員は、業務繁忙による「食生活の乱れ」や
「精神的ストレスの増加」などから、肥満や運動不足に陥りがちです。
　現状の改善に向け、社員の健康づくりを積極的にサポートする体制を確立するとともに、社員が心身
ともに元気に働ける企業を目指し、ひいては沖縄県の健康長寿復活と経済の飛躍に貢献してまいりま
す。

                                                              株式会社沖電工 代表取締役社長
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うちなー健康経営宣言 


